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インターネットによるレセプトオンライン請求の正式承認について 
 

当社では平成19月7月より厚生労働省医政局が平成19年3月に公表した「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン 第２版」（以下、医療情報システムガイドラインという。）を受けて、インターネット網

を利用しより使いやすく、より安全で、より経済的なネットワークインフラの提供と「レセプトオンライン

請求の手続き代行 」「ネットワーク環境の構築 」「規定策定に関するコンサルティングサービスの提供」

である「レセプトオンライン請求スターターキット」のサービス提供をしてまいりました。 

 

一方、レセプトオンライン請求については、厚生労働省保険局が平成18年4月に公表した「レセプトのオン

ライン請求に係るセキュリティに関するガイドライン」（以下、レセプトガイドラインという。）ほか諸通

知に従うこととされておりました。 

 

医療情報システムガイドラインとレセプトガイドライン、この２件の医療情報に関するガイドラインの整

合を取るべく、以前より関係者による検討が行われてまいりましたが、平成19年12月25日に厚生労働省保険

局総務課より各関係者事務連絡として「「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドラ

イン」等の改定に向けた検討状況について」が発行され（平成20年1月4日 当社プレスリリース）、その２

件のガイドライン内容の整合性の確保を図るため、レセプトガイドライン及びそれに則った関係通知を改正

することになり、平成20年2月12日に社会保険診療報酬支払基金より「インターネットによるオンライン請求」

の受入準備が整ったことが公表されました。 

 

これにより、従来のダイヤルアップ（ＩＳＤＮ）接続、ＩＰ－ＶＰＮ接続に加え、当社「レセプトオンラ

イン請求スターターキット」でも利用しているＩＰｓｅｃ（ＩＥＴＦ（Internet Engineering Task Force）

において標準とされた、ＩＰ（Internet Prtoco1）レベルの暗号化機能で、認証や暗号のプロトコル、鍵交

換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコルの総称）とＩＫＥ（Internet Key Exchange；IPsecで

用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル）を組み合わせた接続方法も利用者の責任において選択でき

ることを正式に認められ、平成20年4月調剤分（平成20年5月請求分）より適応できることとなりました。 

 

※当社が提供します「ＥＭ－Ｌｉｎｅｓ」は、株式会社ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ社の「IP-Members」

のサービスを活用しております。 

 

【売上高等への影響】 

今後義務化に向けて改正以後は需要も高まるものと思われ、全面オンライン化に向け販売を加速させレ

セプト全面オンライン化を推進するとともに、システムの受注獲得件数増加へと繋げる予定です。現在、

既に約700件の「レセプトオンライン請求スターターキット」を受注しており、更にシステム更新を含めた

需要が見込まれますが、需要の度合の見極めには時間を要するため現時点で業績への影響については未定

であります。 

 ※「レセプトオンライン請求スターターキット」 

初期費用：１００，０００円（定価）、月額費用：５，５００円 

（月額費用にはインターネット接続費用（回線費用、プロバイダ費用）は含まれません。） 

 

【関連ＵＲＬ】 

社会保険支払報酬支払基金 「インターネットによるオンライン請求について」 

http://www.ssk.or.jp/claimsys/claimsys09.html 

以  上 


